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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非可逆符号化オーディオ信号及び前記オーディオ信号の可逆拡張符号化データのビット
ストリーム・データ構造を構成する方法であって、前記データ構造は、
　前記非可逆符号化オーディオ信号データ及び前記拡張符号化データが単一のファイルに
配置され、前記非可逆符号化オーディオ信号データが前記ファイルの第２の連続部に配置
され、前記可逆拡張符号化データが前記ファイルの第１の連続部に配置され、
　前記ファイルの前記第２の連続部は、ｍｐ３符号化オーディオ信号データを表し、それ
ぞれが、同期データ（ＳＹＮＣ）及びサイド情報データから始まり、前記非可逆符号化オ
ーディオ信号データの主データに続く、複数のデータ・ブロックを含み、
　前記ファイルの前記第１の連続部が、単一のヘッダ部を含み、前記単一のヘッダ部が、
　対応する可逆符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤと、
　ヘッダ長の表示子と、
　任意のフィンガープリント符号と、
　サイド情報データと、
　前記非可逆符号化オーディオ信号データを前記可逆拡張符号化データとともに復号化す
ることを開始することを可能にする開始点を規定したキュー・ポイント・テーブルとを含
み、
　前記ファイルの前記第１の連続部が複数のデータ・フレームを更に含み、前記複数のデ
ータ・フレームそれぞれが、
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　可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語
（ＳＹＮＣ）と、
　前記可逆拡張符号化データと、
　前記可逆拡張符号化データを前記非可逆符号化オーディオ信号データとともに復号化す
ることが必要なサイド情報とを含むことによって特徴付けられる方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、前記単一のヘッダは、モード表示情報、ＤＲＭ情報、非
同期化ビットのうちの１つ又は複数を更に含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非可逆符号化信号のビットストリーム・データを上記信号の可逆拡張符号化
データとともに配置したデータ構造に関する。更に、中間品質拡張符号化データをこのデ
ータ構造内に配置することが可能である。
【背景技術】
【０００２】
　非可逆オーディオ符号化手法（ｍｐ３、ＡＡＣ等など）とは対照的に、可逆圧縮アルゴ
リズムは、元のオーディオ信号の冗長性を使用してデータ・レートを削減することが可能
であるに過ぎない。従来技術の非可逆オーディオ・コデックにおける音響心理学的モデル
によって識別されるような不適切性に依存することは可能でない。よって、可逆オーディ
オ符号化手法全ての共通の技術原理は、無相関化のためのフィルタ又は変換（例えば、予
測フィルタ又は周波数変換）を施し、次いで、変換された信号を可逆的に符号化するとい
うものである。符号化ビットストリームは、変換又はフィルタのパラメータ、及び変換さ
れた信号の可逆表現である。例えば、Ｊ．　Ｍａｋｈｏｕｌによる「Ｌｉｎｅａｒ　ｐｒ
ｅｄｉｃｔｉｏｎ：　Ａ　ｔｕｔｏｒｉａｌ　ｒｅｖｉｅｗ，　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ，　Ｖｏｌ．６３，　ｐｐ．５６１－５８０，　１９７５」、
Ｔ．　Ｐａｉｎｔｅｒ，　Ａ．　Ｓｐａｎｉａｓによる「Ｐｅｒｃｅｐｔｕａｌ　ｃｏｄ
ｉｎｇ　ｏｆ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｕｄｉｏ，　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ
　ＩＥＥＥ，　Ｖｏｌ．８８，　Ｎｏ　．４　，　ｐｐ．４５１－５１３」、及びＭ．　
Ｈａｎｓ，　Ｒ．　Ｗ．　Ｓｃｈａｆｅｒによる「Ｌｏｓｓｌｅｓｓ　ｃｏｍｐｒｅｓｓ
ｉｏｎ　ｏｆ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｕｄｉｏ，　ＩＥＥＥ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｍａｇａｚｉｎｅ，　Ｊｕｌｙ　２００１，　ｐｐ．２１－３２」を参照され
たい。
【０００３】
　非可逆ベースの可逆符号化の基本原理を図１２及び図１３に描く。図１２の左側の符号
化部では、ＰＣＭオーディオ入力信号ＳＰＣＭは非可逆符号化器８１を介して非可逆復号
化器８２に流れ、非可逆ビットストリームとして復号化部（右側）の非可逆復号化器８５
に流れる。非可逆的な符号化及び復号化を使用して信号を無相関化する。復号化器８２の
出力信号が、減算器８３において入力信号ＳＰＣＭから除去され、結果として生じる差信
号は、非可逆符号化器８４を介して拡張ビットストリームとして非可逆復号化器８７に流
れる。復号化器８５及び８７の出力信号を合成して（８６）、元の信号ＳＰＣＭを回復す
る。
【０００４】
　この基本原理は、ＥＰ－Ｂ－０７５６３８６及びＵＳ－Ｂ－６４９８８１１に開示され
ており、Ｐ．　Ｃｒａｖｅｎ，　Ｍ．　Ｇｅｒｚｏｎによる「Ｌｏｓｓｌｅｓｓ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ　ｆｏｒ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｃｓ，　Ｊ．　Ａｕｄｉｏ　Ｅｎｇ．　Ｓｏｃ，　
Ｖｏｌ．４４，　Ｎｏ．９，　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９６」、及びＪ．　Ｋｏｌｌｅ
ｒ、　Ｔｈ．　Ｓｐｏｒｅｒ，　Ｋ．　Ｈ．　Ｂｒａｎｄｅｎｂｕｒｇによる「Ｒｏｂｕ
ｓｔ　Ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ａｕｄｉｏ　Ｓｉｇｎａｌｓ，
　ＡＥＳ　１０３ｒｄ　Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ，　Ｐｒｅｐｒｉｎｔ　４６２１，　Ａｕ
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ｇｕｓｔ　１９９７」にも開示されている。図１３における非可逆符号化器では、ＰＣＭ
オーディオ入力信号ＳＰＣＭは解析フィルタ・バンク９１を通って流れ、サブバンド・サ
ンプルの量子化９２が符号化及びビットストリーム・パッキング部９３に流れる。量子化
は、知覚モデル算出器９４によって制御される。知覚モデル算出器９４は、信号ＳＰＣＭ

、及び対応する情報を解析フィルタ・バンク９１から受け取る。
【０００５】
　復号化器側では、符号化非可逆ビットストリームは、ビットストリームをデパッキング
する手段９５に入り、続いて、サブバンド・サンプルを復号化する手段９６に入り、続い
て、復号化非可逆ＰＣＭ信号ＳＤｅｃを出力する合成フィルタ・バンク９７に入る。
【０００６】
　非可逆的な符号化及び復号化の例は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１１１７２―３（ＭＰＥＧ－１オ
ーディオ）標準において詳説されている。
【０００７】
　符号化によって生じる別々の２つ以上の信号又はビットストリームを合成して、単一の
出力信号を形成する。例えばＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ，　ｍｐ３ＰＲＯ及びＡＡＣ＋
の同様な解決策が存在している。後者の２例の場合、ベース層データ・ストリーム（ＡＡ
Ｃ又はｍｐ３）に付加される対象の更なる量のデータ（ＳＢＲ情報）は小容量である。し
たがって、この更なる情報を、例えば、「補助データ」として、標準準拠ＡＡＣ又はｍｐ
３ビットストリームにパッキングすることが可能である。ｓｕｒｒｏｕｎｄ情報の更なる
量のデータはＳＢＲ情報のものよりも大容量であるが、前述のデータをなお、標準準拠ビ
ットストリームに同様にパッキングすることが可能である。　
　同様な手法を使用した別のアプリケーションは、ｍｐ３標準オーディオ・ストリームに
付加されたＩＤ３タグである。これは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．　ｉｄ３．　ｏｒｇに記
載されている。データは、既存のｍｐ３ファイルの先頭又は末尾で付加される。Ｍｐ３復
号化器がこの更なる情報を復号化しないように特定の手法を使用する。
【０００８】
　しかし、非可逆ベースの可逆符号化の場合、上記更なる情報の量は、ベース層のデータ
量の倍数だけ、ベース層のデータ量を超える。したがって、更なるデータは、ベース層の
データ・ストリームに、例えば、補助データとして、完全にパッキングすることが可能で
ある訳でない。非可逆符号化形式と可逆符号化拡張との組合せから生じる少なくとも２つ
のデータ・ストリームは、非可逆符号化情報（例えば、標準符号化アルゴリズム）を含む
ベース層、及び数学的に可逆の元の入力信号を再構成するためのエンハンスメント・デー
タ・ストリームである。更に、それ自身のデータ・ストリームをそれぞれが備えるいくつ
かの中間層が考えられる。しかし、前述のデータ・ストリームは無関係でない。高位層は
全て、低位層に依存し、前述の低位層との組合せで、うまく復号化することが可能である
に過ぎない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明によって解決しようとする課題は、更なる情報をファイル形式又はストリーミン
グ形式で提供して、リアル・オーディオ・データのパッキング、並びに別々の層の同期化
、識別及び互換性の制御を可能にすることである。前述の課題は、請求項１、２、４、５
、７及び８に記載のデータ構造によって解決される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、ブロック構造においてヘッダ情報が繰り返されたワンタイム・ヘッダ
情報の特殊な組合せが使用され、その組合せの種類は、アプリケーションのタイプ（スト
リーミング形式又はファイル形式）に依存する。
【００１１】
　割り当て情報データ・アイテムは、一入力信号に属する可逆形式の別々の部分／層を識
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別する。制御機構は、低位層データ・ストリームが改変されたか（これは、上記層の非互
換性をもたらす）を示す。更に、同期化情報データ・アイテムを使用して、別々のデータ
・ストリーム／部分／層を単一の可逆出力信号、又は中間出力信号（中間層が使用された
場合）に合成する。前述の構成は、合成出力データ・ストリームのファイル形式及びスト
リーミング形式において使用される。
【００１２】
　上記ファイル形式（アーカイビング・アプリケーション又はストレージ・アプリケーシ
ョンに使用することが可能である）は、別々のデータ部分／層を合成した単一のファイル
、又はいくつかのファイルを含み得る。単一のファイルへのパッキングには、いくつかの
制約が考慮されなければならない。
【００１３】
　標準非可逆符号化／復号化処理と、可逆拡張との組合せには、下にある非可逆符号化標
準の制約全てを考慮に入れて、非可逆符号化／復号化標準との後方互換性を維持しなけれ
ばならない。
【００１４】
　ベース層（すなわち、非可逆符号化データ）は、完全な可逆データ・ファイルから容易
に抽出可能であるべきである（独立して復号化可能なデータ・ファイルを表す）。
【００１５】
　基本的には、本発明のデータ構造は、
非可逆符号化信号のビットストリーム・データを上記信号の可逆拡張符号化データととも
に配置したデータ構造であって
　非可逆符号化デ―タ及び可逆拡張符号化データは単一のファイルに配置され、非可逆符
号化データは、上記ファイルの第１の連続部に配置され、上記可逆拡張符号化データは上
記ファイルの第２の連続部に配置され、
　第１のファイル部は、それぞれが、同期データ及びサイド情報データから始まり、非可
逆符号化データの主データに続く、複数のデータ・ブロックを含み、
　第２のファイル部は、単一のヘッダ部を含み、単一のヘッダ部は、
　対応する可逆符号化ビットストリームを識別するヘッダＩＤと、
　ヘッダ長の表示子と、
　任意のフィンガープリント符号と、
　サイド情報データと、
　上記非可逆符号化データと上記可逆拡張符号化データとの復号化の開始を可能にする開
始点を規定したキュー・ポイント・テ―ブルとを含み、
　第２のファイル部は、複数のデータ・フレームを更に含み、複数のデータ・フレームそ
れぞれは、
　可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語
と、
　フレーム長の表示子と、
　上記可逆拡張符号化データと、
　可逆拡張符号化データを非可逆符号化データとともに復号化するために必要なサイド情
報とを含むデータ構造、
　あるいは、
　非可逆符号化信号のビットストリーム・データを上記信号の可逆拡張符号化データとと
もに配置したデータ構造であって、
　非可逆符号化データは第１のファイルに配置され、可逆拡張符号化データは第２のファ
イルに配置され、
　第１のファイルは、それぞれが、同期データ及びサイド情報データから始まり、非可逆
符号化データの主データに続く、複数のデータ・ブロックを含み、
　第２のファイルは、単一のヘッダ部を含み、このヘッダ部は、
　対応する可逆符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤと、
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　ヘッダ長の表示子と、
　フィンガープリント符号と、
　サイド情報データと、
　非可逆符号化データを可逆拡張符号化データとともに復号化することを開始することを
可能にする開始点を規定したキュー・ポイント・テーブルとを含み、
　上記第２のファイルは、複数のデータ・フレームを更に含み、複数のデータ・フレーム
それぞれは、
　可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語
と、
　フレーム長の表示子と、
　上記可逆拡張符号化データと、
　可逆拡張符号化データを非可逆符号化データとともに復号化するために必要なサイド情
報とを含むデータ構造、
　あるいは、
　可逆符号化信号のビットストリーム・データを、上記信号の可逆拡張符号化データとと
もに配置したデータ構造であって、
　非可逆符号化データ及び可逆拡張符号化データは単一のファイルに配置され、上記非可
逆符号化データは上記ファイルの第１の連続部に配置され、上記可逆拡張符号化データは
上記ファイルの第２の連続部に配置され、
　第１のファイル部は、それぞれが、同期データ及びサイド情報データから始まり、非可
逆符号化データの主データに続く複数のデータ・ブロックを含み、
　第２のファイル部は、単一のヘッダ部を含み、単一のヘッダ部は、
　対応する可逆符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤと、
　ヘッダ長の表示子と、
　任意のフィンガープリント符号と、
　サイド情報データとを含み、
　第２のファイル部は、複数のデータ・フレームを更に含み、複数のデータ・フレームそ
れぞれは、
　可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語
と、
　フレーム長の表示子と、
　上記可逆拡張符号化データと、
　上記可逆拡張符号化データを上記非可逆符号化データとともに復号化するために必要な
サイド情報とを含み、
　非可逆符号化データを可逆拡張符号化データとともに復号化することを開始することを
可能にする開始点を規定したキュー・ポイント・テーブルは、第２のファイル部内のヘッ
ダ部に添付されるか、又は、第２のファイル・ヘッダ部と、複数のデータ・フレームのう
ちの最初のデータ・フレームとの間に配置されるデータ構造、
　あるいは、
　非可逆符号化信号のビットストリーム・データを上記信号の可逆拡張符号化データとと
もに配置されたデータ構造であって、
　非可逆符号化データは第１のファイルに配置され、可逆拡張符号化データは第２のファ
イルに配置され、
　第１のファイルは、それぞれが、同期データ及びサイド情報データから始まり、可逆符
号化データの主データに続く複数のデータ・ブロックを含み、
　第２のファイルは、単一のヘッダ部を含み、このヘッダ部は、
　対応する可逆符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤと、
　ヘッダ長の表示子と、
　フィンガープリント符号と、
　サイド情報データとを含み、
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　第２のファイルは、複数のデータ・フレームを更に含み、複数のデータ・フレームそれ
ぞれは、
　可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語
と、
　フレーム長の表示子と、
　可逆拡張符号化データと、
　可逆拡張符号化データを非可逆符号化データとともに復号化するために必要なサイド情
報とを含み、
　非可逆符号化データを可逆拡張符号化データとともに復号化することを開始することを
可能にする開始点を規定したキュー・ポイント・テーブルは、第２のファイル・ヘッダ部
に添付されるか、又は、第２のファイル・ヘッダ部と、複数のデータ・フレームのうちの
第１のデータ・フレームとの間に配置されるデータ構造、
　あるいは、
　非可逆符号化信号のビットストリーム・データを上記信号の可逆拡張符号化データ及び
中間品質拡張符号化データとともに配置したデータ構造であって、
　非可逆符号化データは第１のファイルに配置され、中間品質拡張符号化データは第２の
ファイルに配置され、可逆拡張符号化データは第３のファイルに配置され、
　第１のファイルは、それぞれが、同期データ及びサイド情報データから始まり、非可逆
符号化データの主データに続く、複数のデータ・ブロックを含み、
　第２のファイルは、単一のヘッダ部を含み、単一のヘッダ部は、
　対応する中間品質拡張可逆符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤと、
　このヘッダ長の表示子と、
　フィンガープリント符号と、
　サイド情報データと、
　非可逆符号化データを中間品質拡張符号化データとともに復号化することを開始するこ
とを可能にする開始点を規定したキュー・ポイント・テーブルとを含み、
　第２のファイルは、複数のデータ・フレームを更に含み、それぞれは、
　中間品質拡張可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする
任意の同期語と、
　このフレーム長の表示子と、
　上記中間品質拡張符号化データと、
　中間品質拡張符号化データを非可逆符号化データとともに復号化するために必要なサイ
ド情報とを含み、
　第３のファイルは、単一のヘッダ部を含み、このヘッダ部は、
　対応する可逆拡張符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤと、
　このヘッダ長の表示子と、
　フィンガープリント符号と、
　サイド情報データと、
　非可逆符号化データを可逆拡張符号化データとともに復号化することを開始することを
可能にする開始点を規定したキュー・ポイント・テーブルとを含み、
　上記第３のファイルは、複数のデータ・フレームを更に含み、複数のデータ・フレーム
それぞれは、
　可逆拡張符号化データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語
と、
　このフレーム長の表示子と、
　可逆拡張符号化データと、
　可逆拡張符号化データを非可逆符号化データとともに復号化するために必要なサイド情
報とを含むデータ構造、
　あるいは、
　非可逆符号化信号のデータを、上記信号の可逆拡張符号化データ、及び任意の中間品質
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拡張符号化データとともに配置したビットストリームのデータ構造であって、上記データ
構造は、連続データ群部を使用し、各データ群部は、
　可逆拡張ヘッダを含む第１の部分を含み、上記可逆拡張ヘッダは、
　対応する可逆符号化ビットストリーム又は中間品質符号化ビットストリームを識別する
ためのヘッダＩＤと、
　ヘッダ長の表示子と、
　任意のフィンガープリント符号と、
　サイド情報データと、
　可逆拡張符号化データ・フレームのフレーム長の表示子と、
　中間品質拡張符号化データ部のデータ長の任意の表示子と、
　非可逆符号化データ部のデータ長の任意の表示子とを含み、各データ群部は、
　Ｎ個の非可逆符号化データ・フレームを含む第２の部分を含み、
第２の部分は、それぞれが、同期データ及びサイド情報データから始まり、非可逆符号化
データ・フレームの主データに続くＮ個のデータ・ブロックを含み、各データ群部は、
　Ｎ個の可逆拡張符号化データ・フレームを含む第３の部分を含み、第３の部分は、
　可逆拡張符号化データ、及び、可逆拡張符号化データを非可逆符号化データとともに復
号化するために必要なサイド情報を含み、
　任意的には、中間品質拡張符号化データ、及び上記中間品質拡張符号化データを上記非
可逆符号化データとともに復号化するために必要な関連サイド情報を含むデータ構造であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】既知のｍｐ３ビットストリーム構造を示す図である。
【図２】コンテナ形式の基本構造の２つの可能性を示す図である。
【図３】コンテナ・ファイル形式の可逆拡張データ部の詳細構造を示す図である。
【図４】コンテナ・ファイル形式の可逆拡張データ部の別の詳細構造を示す図である。
【図５】別個の２つのファイルを使用したｍｐ３可逆ファイル形式の基本構造を示す図で
ある。
【図６】可逆拡張データ・ファイル（すなわち、図５中の第２のファイル）の詳細構造を
示す図である。
【図７】可逆拡張データ・ファイル（すなわち、図５中の第２のファイル）の別の詳細構
造を示す図である。
【図８】別個の３つのファイルを使用したｍｐ３可逆ファイル形式の基本構造を示す図で
ある。
【図９】拡張データ・ファイル（中間品質データ及び可逆品質データ）の詳細構造を示す
図である。
【図１０】ｍｐ３可逆ストリーミング形式の基本構造を示す図である。
【図１１】ｍｐ３可逆ストリーミング形式の詳細構造を示す図である。
【図１２】既知の非可逆ベースの可逆的な符号化器及び復号化器を示す基本ブロック図で
ある。
【図１３】既知の非可逆的な符号化器及び復号化器を示す基本ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の効果的な更なる実施例は、それぞれの従属請求項に記載している。
【００１８】
　本発明の例示的な実施例は、添付図面を参照して説明する。
【実施例】
【００１９】
　例示的な実施例
　以下の説明は、ｍｐ３可逆データ形式の特定のアプリケーションを取り扱い、当業者は
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、他の可逆データ形式にこれを相応に適合させることが可能である。前述の通り、ｍｐ３
可逆は、符号化オーディオ・ファイルの元の入力信号の数学的に厳密な再生を可能にする
更なる情報との、ｍｐ３符号化オーディオ・ファイルの組合せである。更に、本発明は、
ｍｐ３符号化オーディオ・ファイルと可逆符号化品質レベルとの間の中間音質レベルのデ
ータ形式の生成を可能にする。
【００２０】
　考慮する対象の基本条件は、ベース層のファイル形式（すなわち、図１中に描いたｍｐ
３ファイル形式又はビットストリーム）である。符号化データは、フレーム構造内に配置
される。各フレ―ムは、各フレームにおいて同期語が識別される都度、ｍｐ３ファイルの
復号化処理を開始することが可能であるように同期語を含んでいる。同期語には、固定長
を有するｍｐ３特有サイド情報データが続く。
【００２１】
　その後、ｍｐ３特有スケール因子、スペクトル・データ（ハフマン符号化されたデータ
又は係数）、及び特定の任意補助データを含む可変長主デ―タ部が続く。更に詳細な説明
は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１１１７２－３で見つけることが可能である。前述のフレームのうち
の各フレームは、オーディオ信号のセグメント又は部分に対応する。その長さは、オーデ
ィオ信号のサンプリング周波数、及びｍｐ３ファイルの目標ビット・レートに依存する。
【００２２】
　可逆拡張データの各ブロックは、ｍｐ３データの対応するフレームに関する。したがっ
て、本発明のファイル／ストリーミング形式により、対応するデータのあいまいでない割
り当てがもたらされる。３つの基本的な実施例、すなわち、
　単一コンテナ・ファイル形式でのｍｐ３データ及び拡張データの格納、
　ｍｐデータ及び拡張データの別々のファイルへの格納、並びに
　ストリーミング形式
を提示する。
【００２３】
　単一コンテナ・ファイル形式でのｍｐ３データ及び拡張データの格納
　別の２つのビットストリーム構造を図２に描く。Ｍｐ３互換スタンドアロン・ファイル
の容易な抽出を可能にし、完全なコンテナ・ファイルからのｍｐ３復号化器によるｍｐ３
データの復号化も可能にするために、更なる情報をｍｐ３準拠ビットストリームの末尾又
は先頭に配置する。
【００２４】
　ｍｐ３ビットストリームは、例えばＩＤ３タグのような更なる情報も含み得る。しかし
、更なるデータをＭＰ３ビットストリームとして解釈しようとするために、ｍｐ３可逆を
ＭＰ３復号化器が復号化することができないことを避けるために更なるデータがｍｐ３同
期語を含まないことを確実にすべきである。前述の課題は、章６．１　「Ｔｈｅ　ｕｎｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｉｓａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ」における「Ｉｎ　ｄｅｐｔｈ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ／ＩＤ３ｖ２．４．０　Ｍａｉｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」のトピックの下
での上記アドレスｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．　ｉｄ３．　ｏｒｇに開示されている。
【００２５】
　このデータ構造は、ｍｐ３ビットストリームをコンテナ形式（すなわち、合成形式）か
ら容易に除去することを可能にする。ｍｐ３データ及び可逆拡張ビットストリームの合成
復号化を容易にする情報アイテム（例えば、キュー・ポイント・テーブル、同期語、フレ
ーム長又はデータ長情報）を含む。復号化により、ｍｐ３品質のオーディオ信号、（スケ
ーラブルな）中間品質オーディオ信号、又は数学的に可逆のオーディオ信号が生じ得る。
【００２６】
　第１の可逆拡張データの詳細な構造を図３に示し、別の構造を図４に示す。対応するｍ
ｐ３ビットストリーム部は図１に示す。
【００２７】
　第１のビットストリーム構造では、中間品質のデータ、及び可逆品質のデータが、ビッ
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トストリームにおいてインタレースされ、それぞれの一ブロックにより、フレームが構築
される。前述のフレームは可変長を有し、したがって、フレーム長の表示子を有する。前
述のブロックにおけるデータはＮ個のｍｐ３フレームに対応する。Ｎの数は符号化器によ
って選ぶことが可能であり、ｍｐ３可逆拡張ヘッダにおいてサイド情報として送信される
。
【００２８】
　フレームは、
　データの連続フレームの先頭を見つけることを容易にする任意の同期語、
　フレーム長の表示子、
　中間品質データの長さの任意的な表示子、
　中間品質信号データを復号化するために必要なサイド情報、及び符号化データ、並びに
、
　中間品質オーディオ・ファイル・データに基づいて、数学的に可逆のオーディオ・ファ
イル・データを復号化するために必要なサイド情報、及び符号化データ
のデータを含む。
【００２９】
　拡張データ部の先頭に配置されたヘッダは、
　ｍｐ３可逆符号化ビットストリームを識別するためのヘッダＩＤを含み、
　ヘッダ長の表示子を含み、
　ｍｐ３ベース層データの変化を検出することを可能にする任意のフィンガープリント符
号（例えば、ＣＲＣ３２又は何れかの他のチェックサム。ｍｐ３ベース層データにおける
変化により、他の層との非互換性、及び中間及び可逆データの誤った復号化が生じる。互
換でないフィンガープリントにより、復号化が停止する。単一ファイル・コンテナ形式で
は、フィンガープリント・データ・アイテムは必要でない。拡張データを適合させること
のない、ｍｐ３データの意図していない変化は、可能性が非常に低い）を含み、
　モード表示情報ブロック、ＤＲＭ（ディジタル権利管理）情報、及び、非同期化ビット
（ＩＤ３タグ・データ及び／又は可逆拡張データが存在している場合。すなわち、ＩＤ３
タグ・データについて規定された非同期化機構は、可逆拡張データにも使用することが可
能である。これは、可逆拡張データにおけるｍｐ３同期語を避ける役目を果たす。非同期
化ビットは次いで、可逆拡張データが修正されているか否かを通知する。以下のモードを
示すことが可能である。
【００３０】
　モード－１
　復号化器は可逆拡張ストリームなしで、何れかの準拠非可逆ビットストリームを復号化
することが可能であり、このモードは、拡張ストリームが存在しており、別のモードを使
用するための許可が与えられない場合にもアクティブである（復号化器は、拡張ストリー
ムを検査し、その権利データベースにおいて、一致する許可ＩＤを探す）。
【００３１】
　モード２
　中間品質モードは、拡張ストリーム・データを検査する復号化器における許可検査にお
いてもイネーブルされる。白色化データのみがデパッキングされ、非可逆復号化器によっ
て使用される。
【００３２】
　モード３
　可逆モードは、陽の許可検査後に開始される）を含み、
　コデック遅延、下のファイルの長さ、ＰＣＭワードサイズ、サンプル・レート、拡張デ
ータ（Ｎ）のブロック・サイズのようなサイド情報データを含み、
　キュー・ポイント・テーブル・データ・ブロック（例えば、ブロック長、インターバル
情報（フレーム数）、テーブル・エントリ数、ポインタ・テーブルのうちの１つ又は複数
を含む。キュー・ポイントは、復号化を開始することを可能にする開始点を規定する）を
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含む。
【００３３】
　コンテナ・ファイル形式における第２の可逆拡張データ構造は２つのデータ・ブロック
を使用する。一方ブロックは中間品質データを含み、他方ブロックは可逆品質データを含
む。第１の解決策に対する差は、好ましくは、ヘッダ・データとして配置されないが、各
データ・ブロックの先頭において配置される２つのキュー・ポイント・テーブルが必要で
あるということである。一方のテーブルは中間品質データのキュー・ポイントを含み、他
方のテーブルは可逆品質データのキュー・ポイントを含む。何れの種類の拡張データにも
同じフレームを使用することが効果的である。
【００３４】
　別の実施例では、前述のキュー・ポイント・テーブルは何れも、代わりにヘッダに割り
当てることが可能である。
【００３５】
　ヘッダに格納された情報の残りは、変わらない状態のままである。
【００３６】
　ｍｐ３データ及び拡張データの、別々のファイルへの格納
　このファイル形式で格納する対象の基本情報は、前述のコンテナ・ファイル形式の場合
と同じである。主たる差は、ｍｐ３ビットストリームが、別個のファイル（標準準拠ｍｐ
３ファイルである）に格納されるので、フィンガープリント・データ（コンテナ形式の場
合、任意である）が重要であることである。このファイルは、可逆拡張データの存在を知
らない従来技術のｍｐ３ツール又はソフトウェアによって編集することが可能である。し
かし、基礎ｍｐ３ファイルにおける変化によって、拡張データと基礎ｍｐ３ファイルとの
間に非互換性が生じ、数学的に可逆のオーディオ・ファイルを復号化することがもう可能
でなくなる。ｍｐ３基礎ファイルが変わらないことを確実にする制御機構を有するために
は、フィンガープリントが必要である。これは、例えば、ＣＲＣ３２チェックサムであり
得る。ｍｐ３ファイルから算出されたフィンガープリントが、可逆拡張において格納され
たフィンガープリントと同じでない場合、復号化を停止することが可能である。２つのフ
ァイルにおけるｍｐ３可逆データの基本構造を図５に示す。図５では、ファイル１は、Ｉ
Ｄ３タグも含み得る標準ｍｐ３ファイルである。
【００３７】
　可逆拡張データの第１の構造を図６に示し、別の構造を図７に描く。何れの構造も類似
しているか、又は（フィンガープリント・データの必須の存在以外は）単一のコンテナ・
ファイル形式におけるそれぞれの構造と同一である。
【００３８】
　可逆拡張データを格納するための更なる可能性は、前述のデータを２つの別個のファイ
ル及び基礎ｍｐ３ファイルに格納することである。これにより、図８に描くように別個の
３つのファイルが生じる。中間品質データ及び可逆品質データはそれぞれ、別個のファイ
ルに格納される。前述の形式では、２つのフィンガープリント（一方は中間品質データ・
ファイル内にあり、他方は可逆品質データ・ファイル内にある）が必要である。中間品質
ファイル内のフィンガープリントは例えば、基礎ｍｐ３ファイルのＣＲＣ３２チェックサ
ムである。可逆品質データ・ファイルでは、中間品質ファイルのフィンガープリントを使
用することが可能である。これは、可逆品質データ・ファイルでは基礎ｍｐ３ファイルの
第２のフィンガープリントが陳腐化しているという利点を有する。ｍｐ３フィンガープリ
ントは、中間品質ファイル内のフィンガープリントによって包含されており、これは、し
たがって、可逆品質データ・ファイル内のフィンガープリントに含まれる。
【００３９】
　両方の拡張ファイルの構造は、同一であり、図９に示す。特定のフィンガープリント・
データ・アイテム以外は、この構造は、図３及び図６に描いた構造と同一である。　
　ストリーミング形式
　ストリーミング・アプリケーションの場合、ファイル・アプリケーションの場合とは違
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ったふうにデータが編成される。ｍｐ３ビットストリーム・データ及び可逆拡張データは
、インタレースされて配置される。これは、可逆拡張データのブロックには、ｍｐ３デー
タの対応するブロックが続くことを意味し、可逆拡張ヘッダは、ｍｐ３データの各ブロッ
クに先行して配置される。この構造は図１０に示す。
【００４０】
　ストリーミング・アプリケーションでは、ベース層（ｍｐ３データ）を最初に送信し、
その後、拡張データを送信することは可能でない（両方の間の遅延が大きすぎる状態にな
るからである）ので前述のインタレース構造が必要である。前述の手法では、この手法は
、データ全てを送信するには、チャネルの利用可能な帯域幅が狭すぎる状態になった場合
、緩やかな品質劣化を可能にするので、基礎ｍｐ３データがまず送信され、拡張データが
次に送信されることが効果的である。これは、拡張データの特定の構造の理由でもある。
中間品質データがまず送信され、次いで、可逆品質データが続く。それにより、チャネル
の帯域幅が削減された場合、可逆データを飛ばすことが可能である。
【００４１】
　ｍｐ３可逆ストリームの詳細構造を図１１に示す。ストリームは以下のように編成され
る。
【００４２】
　まず、ファイル形式について前述した情報と同じ情報を基本的に含むヘッダが送信され
る。しかし、ヘッダ内でフィンガープリントを送信することができるが、それは、これは
通常、必要でなく、飛ばすことが可能であるからである。更に、ヘッダの末尾へのポイン
タ、中間品質データの末尾へのポインタ、及び完全なブロック又はフレームの末尾へのポ
インタが含まれる。ｍｐ３データの末尾へのポインタも含めることが可能であるが、ｍｐ
３データが可変ビット・レート（ＶＢＲ）で符号化されている場合にのみ必要である。ｍ
ｐ３データが固定ビット・レートで符号化されている場合、ｍｐ３データ・ブロックの末
尾は容易に算出することが可能であり、このポインタは必要でない。
【００４３】
　ヘッダには、ｍｐ３符号化データ・ブロック（すなわち、ｍｐ３データ同期語）が続く
。ｍｐ３データ・ブロックは、可変ビット・レート（ＶＢＲ）又は固定ビットレート（Ｃ
ＢＲ）で符号化されたＮ個のｍｐ３フレームを含み、Ｎは、「１」以上の整数である。数
Ｎは、チャネルの帯域幅、及びｍｐ３データと可逆拡張データとの間の許容可能な遅延に
依存する。この数Ｎは、可逆拡張ヘッダ内のサイド情報部にも符号化される。
【００４４】
　Ｎ個のｍｐ３データ・フレームのブロックには、可逆拡張データのブロックが続く。前
述の可逆拡張データ・ブロックでは、中間品質データが第１の部分に配置され、可逆品質
データが第２の部分に配置され、各部分は、対応するＮ個のｍｐ３フレームの更なるデー
タを含む。ストリーミング形式では、データ・ブロックが既にキュー・ポイントを表すの
で、キュー・ポイント・テーブルは必要でない。
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